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令和２年４月 松本市農業委員会 定例総会 議事録 

 

１ 日  時    令和２年４月２８日（火）午後１時３０分から午後４時０１分 

 

２ 場  所    議員協議会室 

 

３ 出席農業委員  １８人 １番 青木 秀夫     ３番 竹島 敏博 

              ４番 百瀬 道雄     ６番 金子 文彦 

              ７番 小林 弘也     ８番 河西 穂高 

              ９番 丸山 茂実    １１番 窪田 英明 

             １２番 塩原  忠    １３番 田中 悦郎 

             １４番 栁澤 元吉    １５番 長谷川直史 

             １６番 河野  徹    １７番 濵   博 

             １８番 前田 隆之    ２１番 波多腰哲郎 

             ２２番 三村 晴夫    ２４番 二村 喜子 

 

４ 欠席農業委員  ７人  ２番 中條 幸雄     ５番 中川  敦 

             １０番 岩垂  治    １９番 橋本 実嗣 

             ２３番 塩野﨑道子    ２５番 上條信太郎 

             ２６番 堀口  崇 

 

５ 出席推進委員 １人 推１６番 波場 秀樹 

 

６ 議  事（農地に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 農用地利用集積計画の決定の件……………………………（議案第１号、第２号） 

   イ 農用地利用配分計画案の承認の件…………………………（議案第３号） 

   ウ 農地法第３条の規定による許可申請許可の件……………（議案第４号～第７号） 

   エ 農地法第４条の規定による許可申請承認の件……………（議案第８号） 

   オ 農地法第５条の規定による許可申請承認の件……………（議案第９号～第１７号） 

   カ 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請承認の件 

                         ……………（議案第１８号） 

   キ 相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件………………（議案第１９号） 

   ク 引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件……（議案第２０号） 

 (2) 報告事項 

   ア 現況証明の交付状況の件 

   イ 非農地証明の交付状況の件 

   ウ 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

   エ 公共事業の施行に伴う届出の件 

   オ 電気事業者による送電用電気工作物等に係る届出の件 

   カ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

   キ 農地法第４条の規定による届出の件 
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   ク 農地法第５条の規定による届出の件 

 

７ 議  事（その他農業委員会業務に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 令和元年度松本市農業委員会業務報告……………………（議案第２１号） 

   イ 令和２年度松本市農業委員会業務計画（案）……………（議案第２２号） 

   ウ 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに 

    令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画の決定…（議案第２３号） 

 (2) 報告事項 

   ア 農地中間管理事業法の一部改正に伴う事務手続きについて 

   イ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対策について 

   ウ 次期委員改選に向けた対応について 

   エ 令和２年度農業委員会事務局及び農林部の職員体制について 

   オ 主要会務報告並びに当面の予定について 

 

８ その他 

 

９ 出席職員 農業委員会事務局    局  長  山田 賢司 

          〃        局長補佐  板花 賢治 

          〃        局長補佐  川村 昌寛 

          〃        主  事  藤井 勇太 

          〃        主  事  保科  黄 

          〃        主  事  大島のぞみ 

          〃        事 務 員  増澤 千尋 

       農 政 課       係  長  東山 睦子 

          〃        主  任  羽入田未咲 

          〃        主  事  宇治  樹 

       西部農林課       主  査  赤羽  誠 

 

10 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２７条第３項により成立 

 

11 会長あいさつ  小林会長 

 

12 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により小林会長が議長に就任 

 

13 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕 ２２番 三村 晴夫 委員 

                    ２４番 二村 喜子 委員 

          〔書記〕板花局長補佐、川村局長補佐 

 

14 会議の概要 

議  長     それでは、次第に沿って、まず農地に関する事項から議事を進めてまいり
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ます。 

         初めに、議案第１号及び議案第２号の農用地利用集積計画の決定の件、関

連しまして議案第３号の農用地利用配分計画案の承認の件につきまして、

上程をさせていただきます。 

         まず、議案に掲載されている新規就農者について事務局から説明をし、そ

の後、農政課から議案内容について説明をしていただきます。 

         それでは、事務局からお願いいたします。 

         増澤事務員。 

 

増澤事務員    着座にて失礼いたします。 

         今月の新規就農業者のご説明、ご紹介をさせていただきます。 

         議案１０ページを御覧ください。 

         ページ番号１番より順番にご紹介させていただきます。 

         まず１番ですけれども、〇〇〇〇様、こちらの方が住所地は旧市、農地所

在地は中山です。借入れの予定地は１筆、５４９平米の予定です。就農目

的は自家消費を中心とした農業で、栽培予定は養蜂と伺っております。農

業従事者はご本人のみ、議案の１ページ、１９番に該当いたします。こち

らの方のご署名は、青木農業委員と小林農業委員より頂いております。 

         次に、整理番号２番、〇〇〇様のご紹介をさせていただきます。こちらの

〇〇様、住所地は塩尻市、農地所在地は今井です。３筆、４，０４１平米

を借入れ予定となっております。就農目的は出荷等行なう農業、栽培予定

はレタス、サニーレタス、リーフレタスです。農業従事者はお二人で、ご

本人と配偶者の方です。出荷先の予定は〇〇〇〇を予定しております。出

荷量は１，２００ケース、出荷額は１６０万円をお見込みでいらっしゃい

ます。出荷予定先の〇〇〇〇のほうで農業技術について学ばれたと伺って

おります。通作距離は３キロ、お車で移動される予定です。今後、規模を

拡大していかれることを予定していらっしゃいます。議案の２ページ、３

７番に該当いたします。こちらの新規就農届の署名は、塩尻市の農業委員

でいる酒井様と田中農業委員に頂いております。 

         続きまして、整理番号３番、〇〇〇〇様です。こちら、資料１０ページの、

資料ちょっと誤りがございまして、栽培予定が「植木、苗木」とあります

が、加えて野菜も栽培の予定です。また、「自家消費中心」と記入してご

ざいますが、出荷等も行なう営農も行う予定ですので、資料のほう、ご修

正をお願いいたします。 

         〇〇様の住所地は芳川、農地所在地は今井です。１筆、３，０７２平米を

借り入れるご予定です。就農目的は、先ほど申し上げましたとおり、自家

消費と出荷等を行なう農業です。出荷等については、規模の拡大も目指し

ていらっしゃいます。栽培予定は、植木、果樹の苗木、野菜です。農業従

事者はお二人を予定していらっしゃって、ご本人とそのお母様を予定して

いらっしゃいます。出荷先については、〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇をご予

定されていて、出荷量は植木４００本、出荷額は２００万円を見込んでい

らっしゃいます。一般農家の方に技術を学んでこられました。通作距離は
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８．３キロ、お車で移動される予定です。議案の２ページ、４０番に該当

いたします。こちらのご署名は、窪田農業委員と田中農業委員に頂いてお

ります。 

         最後、整理番号４番、〇〇〇〇様です。住所地、農地所在地ともに今井で

す。５筆、２，７４７平米を借入れ予定で、就農目的は出荷等を行なう農

業です。栽培予定は水稲と野菜、大根やカボチャを予定されています。出

荷先は〇〇〇〇〇、出荷量はお米が２５俵で、出荷額は５０万円を見込ん

でいるということです。〇〇様も一般農家で農業技術について学ばれてい

らっしゃいます。通作距離は１キロ、お車で移動する予定です。規模につ

いては、今後も現状維持を予定されています。議案の２ページ、４１番か

ら４４番に該当いたします。こちらの署名は、田中農業委員に頂いていま

す。 

         今月の新規就農者の説明は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、地元、ただいまの委員から補足がありましたら、お願いをいた

します。 

         まず、１番の〇〇さんについて、青木さん、お願いします。 

 

青木農業委員   青木です。 

         〇〇さんなんですが、同じ町内にいる方なんですが、年齢を見ていただけ

れば、私よりもはるかかなたの年配の方なんですが、息子が実は養蜂をや

っておりまして、その息子が今度やらなくなっちゃうというか、ほかの仕

事の関係でできなくなったというか、そんな関係で、うちのほうで息子が

中心で養蜂やっていたんですが、それでおやじさんが、じゃせっかくここ

までやってきたんで、これからやるというようなことでございまして、頑

張ってやるようでございます。ミツバチでございまして、松本一本ねぎの

種のところも、私のほうでもお願いをして、ミツバチを置かせていただい

てやっております。頑張ってやると言っていました。トラックも乗って飛

んでいっておりますので、体壊さないうちは大丈夫かと思います。よろし

くお願いします。 

         以上です。 

 

議  長     ２番から今井でありますので、代理、お願いします。 

 

田中農業委員   それでは、２、３、４とお願いしますが、〇〇さんですが、洗馬のほうで

葉洋菜の専業農家で、今まで相対でこの土地を利用していたんですけれど

も、正式に契約をするということでここへ載っておりましたので、洗馬の

担当の方も問題ないということです。 

         それと、３番の〇〇さんですけれども、植木、苗木ともそこに該当する作

目だということと、この方もずっと従来から今井に来て作っていらっしゃ

った。また、荒廃地になる寸前のところにも手を出してやっていただいた
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と。また、この該当の地域も、非常にちょっとアクシデント、イレギュラ

ーがあった土地でありますけれども、担当の営農課長とこの〇〇さんと地

主の方と先日面談をした中で、真摯な態度見られましたので、年齢も年齢、

働き盛りですので、いいと思って、お願いしたいと思います。 

         ４番の〇〇さんですけれども、農業経験、技術習得のところにも書いてあ

りますけれども、ずっと農業に携わっていたわけですけれども、正式にそ

のところを契約したいということと、やっぱり先ほど青木さんもおっしゃ

ったんですけれども、８７歳ということなんですけれども、隣の山形村に

娘さんが嫁いでいらっしゃるということで、その辺も加味した中で営農課

長とも話して、しっかりやっていただけるという確認を取ってありますの

で、了解をお願いしたいと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、農政課から議案の説明をお願いいたします。 

         宇治主事。 

 

宇治（農政課）  いつもお世話になっております。農政課、宇治ございます。今年度もよろ

しくお願いいたします。 

         着座にてご説明させていただきます。 

         今回特記事項がございませんので、議案の説明に入ります。 

         議案１ページを御覧ください。 

         ５－（１）－ア、農用地利用集積計画の決定の件、議案第１号になります。 

         合計欄のみ読み上げますので、本日差し替え資料でお配りしておりますＡ

３の議案の７ページを御覧ください。 

         合計、一般、筆数１６３筆、貸付け９７人、借入れ６４人、面積２４万７，

１５６平米。 

         経営移譲分、筆数１７筆、貸付け１人、借入れ１人、面積１万１，７３４

平米。 

         所有権の移転、筆数６筆、貸付け３人、借入れ２人、面積５，４１５平米。 

         第１８条２項６号関係、筆数６筆、貸付け４人、借入れ３人、面積１万４

０４平米。 

         農地中間管理権の設定、筆数１３筆、貸付け１１人、借入れ１人、面積２

万１，０８３平米。 

         合計、筆数２０５筆、貸付け１１６人、借入れ７１人、面積２９万５，７

９２平米。 

         当月の利用権設定のうち認定農業者への集積は、筆数７１筆、面積１３万

３，３５４平米、集積率は５１．７８％になります。 

         議案第１号は以上となります。 

         続きまして、差し替え資料の裏面、８ページを御覧ください。 

         議案第２号になります。 

         合計欄のみ読み上げます。 

         一般、筆数４筆、貸付け３人、借入れ１人、面積３，０９３平米。 
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         第１８条２項６号関係、筆数６筆、貸付け４人、借入れ１人、面積４，８

３４平米。 

         合計、筆数１０筆、貸付け７人、借入れ２人、面積７，９２７平米。 

         上記の利用権設定のうち認定農業者への集積は、筆数６筆、面積４，８３

４平米、集積率は６０．９８％になります。 

         議案第２号は以上となります。 

         続きまして、９ページを御覧ください。 

         ５－（１）－イ、農用地利用配分計画案の承認の件、議案第３号になりま

す。 

         合計欄のみ読み上げます。 

         筆数９筆、貸付け１人、借入れ３人、面積１万８，４８３平米。 

         当月の利用権設定のうち認定農業者への集積は、筆数９筆、面積１万８，

４８３平米、集積率は１００％となります。 

         議案第３号は以上となります。 

 

議  長     ただいま議案第１号及び議案第２号、それから議案第３号まで農政課から

説明があったわけでありますが、この説明に対しまして委員の皆様から質

問、意見等ありましたら、発言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見がないようですので、ただいまから集約をいたします。 

         議案第１号、２号については原案のとおり決定、議案第３号について原案

のとおり承認することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり決定又は承認されました。 

         続きまして、議案第４号から７号 農地法第３条の規定による許可申請許

可の件、４件についてを上程をいたします。 

         それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

         保科主事。 

 

保科主事     それでは、総会資料１１ページを御覧ください。 

         農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。 

         議案第４号、並柳１丁目〇〇〇－〇、現況地目、田、１９平米外２筆、合

計２２．０７平米を農地の一体利用のため、売買により〇〇〇〇さんへ所

有権を移転するものです。 

         議案第５号、神林〇〇〇〇－〇、現況地目、畑、５９平米を農地保全のた

め、売買により〇〇〇〇〇さんへ所有権を移転するものです。なお、本申

請は、農地法施行規則第１７条第２項の規定により、別段面積を設定した

農地になります。 
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         議案第６号、横田３丁目〇〇〇、現況地目、畑、２６０平米外１筆、合計

５２０平米を農業経営規模拡大のため、贈与により〇〇〇〇さんへ所有権

を移転するものです。 

         議案第７号、波田〇〇〇〇－〇、現況地目、畑、２９２平米を農地の一体

利用のため、贈与により〇〇〇さんへ所有権を移転するものです。なお、

本申請は農地法施行規則第１７条第２項の規定により、別段面積を設定し

た農地になります。 

         以上４件につきましては、先ほど説明いたしました別段面積を設定した議

案第５号及び議案第７号を除き、農地法第３条第２項の各号には該当しな

いため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

         よろしくお願いします。 

 

議  長     ただいま農地法第３条の規定による議案の４つについて説明があったわけ

でありますが、地元の委員の皆様から説明をお願いいたします。 

         ４号、並柳でありますので、青木委員さん、お願いします。 

 

青木農業委員   並柳の１丁目と書いてございます。〇〇〇〇〇ってご存じかと思います。

有名になりましたんで。それから、あそこに通りに〇〇〇〇〇〇がありま

す。その裏、西側と言いますか、〇〇〇〇〇の南側、〇〇〇の西側のとこ

ろに田んぼがございますんですが、実は青線なんですけれども、ここが全

部なくなっておりまして、私も見に行ったら、全部田んぼになっていて、

実は青線らしいものがないんですが、たまたまこの〇〇〇〇さんが８５歳

になって、そろそろ全部きれいにしておかなきゃいかんと思って調べてみ

たら、実はここに青線が残っていたと。先代がここのところ、青線の上を

もう田んぼで使っていちゃったもんですから、全然分からないで、それで

ほかの周りを見たら、周りの人は、もう全てもう手続終わって、ここだけ

残っていたという、そういうようなところで、大変恐縮はしておりました

んですが、慌てて申請をしたと、こういうことでございまして、よろしく

お願いいたします。 

 

議  長     続いて、５番、神林でありますので、塩原委員さん、お願いします。 

 

塩原農業委員   荒廃させないためにも、この〇〇さんに所有権を移転したほうがいいと思

います。 

 

議  長     続いて、６番でありますが、横田であります。竹島委員さん、お願いしま

す。 

 

竹島農業委員   ６番についてご説明させていただきます。 

         場所的には、横田町会の場所にありまして、〇〇〇〇〇の南側に位置する

場所でございまして、今、〇〇〇〇をしている、〇でやっていますが、そ

の中の一角にある畑でございまして、この贈与を受ける〇〇さんは、大き
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なブドウ園、野菜を作っておりまして、現地、２２日に大月さんと確認し

ましたけれども、耕作をされているということで、問題ないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ７番でありますが、波田です。波多腰委員さん、お願いします。 

 

波多腰農業委員  ここは、波田の〇〇〇〇の際でありまして、住宅地の中に入ったところで

すので、この〇〇〇〇は将来的にはもう農業をやらないということで、〇

〇さんのほうへ勧めたということでありますので、よろしくお願いします。 

 

議  長     続きまして、全体を通して質問、意見ありましたら、推進委員の皆様も含

めて発言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         農地法第３条の規定による案件について集約をいたします。 

         農業委員の皆様に伺いますが、議案第４号から７号について、原案のとお

り許可することに賛成の委員の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、本件は原案のとおり許可することといたします。 

         続きまして、議案第８号 農地法第４条の規定による許可申請承認の件、

１件及び関連がありますので、議案第１７号 農地法第５条の規定による

許可申請承認の件、１件について併せて上程をいたします。 

         それでは、事務局かの説明をお願いいたします。 

         藤井主事。 

 

藤井主事     よろしくお願いいたします。 

         それでは、議案書の１２ページを御覧ください。 

         着座にてご説明させていただきます。 

         こちら、議案第８号は、議案第１７号と同時申請となっておりますので、

併せてご説明をさせていただきます。 

         議案第８号、反町〇〇〇－〇、現況地目、畑、１７８平米を反町にお住ま

いの〇〇〇〇さんが住宅敷地を拡張する計画となっております。 

         続きまして、１４ページを御覧ください。 

         １４ページの議案第１７号、反町６８２－６に生坂村にお住まいの〇〇〇

さんが住宅敷地を拡張する計画となっております。これは、土地所有者で

ある〇〇〇〇さんとその息子さんであります〇〇〇さんが共同で住宅を建

築するための農地転用であることから、４条と５条の同時申請となったも

のです。 
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         農地区分は第１種農地でありますが、位置的代替性がなく、集落に接続し

ているため、不許可の例外に該当し、許可相当と判断いたしました。 

         また、一般基準等の各要件は満たしていると判断しております。 

         以上、よろしくお願いいたします。 

 

議  長     次に、地元委員の意見をお願いいたします。 

         反町でありますので、金子委員さん、お願いします。 

 

金子農業委員   先般、現場へ行って確認をし、〇〇さんからもお話を伺いました。〇さん

と言う方、今現在、生坂村ですけれども、そのうちにこちらの四賀地区に

帰ってくるというようなことで、敷地を増やして、住宅をそこに造りたい

という、こういった希望で、またその道については、非常にカーブがきつ

いですから、それを少しでも和らげるというような意味でも、この案件は

妥当ではないかというように思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、現地調査をしていただきました長谷川さん、お願いします。 

 

長谷川農業委員  この白い車が止まっている向こう側はもう崖というか、のりになっていま

して、何か山の中腹みたいなところでした。農地といえば農地ですけれど

も、そんなような印象でございました。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見がないようですので、ただいまから集約をいたします。 

         議案第８号及び第１７号について、原案のとおり承認することに賛成の農

業委員の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、第９号から１７号 農地法第５条の規定よる許可申請承認の

件、９件のうち、先ほど審議いただきました１７号を除く８件及び関連が

ありますので、議案第１８号 農地法第５条の規定による許可後の計画変

更申請承認の件、１件について併せて上程をいたします。 

         それでは、事務局から一括説明をお願いいたします。 

         大島主事。 
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大島主事     それでは、議案書１３ページをお開きください。 

         初めに、議案第９号、稲倉〇〇〇、現況地目、畑、３３０平米に〇〇〇〇

が〇〇〇〇〇〇〇〇の駐車場を新設する計画です。農地区分は第１種農地

でありますが、位置的代替性がなく、集落に接続しているため、不許可の

例外に該当し、許可相当と判断いたしました。なお、この土地につきまし

ては、令和２年１月２日付で農振除外済みになっております。 

         続きまして、議案第１０号ですが、１５ページの計画変更申請と関連があ

りますので、一括して説明いたします。 

         では、まず議案の１５ページを御覧ください。 

         議案第１８号、〇〇〇〇さんが農業用資材置場を設置する目的で昭和５５

年１１月１９日に許可を受けた島内〇〇〇〇－〇、１００平米に〇〇〇〇

さんの孫、〇〇〇〇さん、〇〇さんが農業後継者の別棟住宅を建設するた

め、計画を変更するものです。 

         次に、変更後の計画について説明いたします。 

         それでは、１３ページに戻ってください。 

         議案第１０号、島内〇〇〇〇－〇、現況地目、畑、９８平米笹賀にお住ま

いの〇〇〇〇さんと〇〇さんが農業後継者の別棟住宅を新設する計画です。

農地区分は第２種農地ではありますが、位置的代替性がないため、許可相

当と判断いたしました。 

         なお、変更前と変更後の面積が異なる点についてですが、昭和５９年に道

路拡幅で道路として分筆されたことにより、２平米少なくなっております。 

         続きまして、議案第１１号、島内〇〇〇〇－〇、現況地目、畑、６２平米

に島内にお住まいの〇〇〇〇さんが農家住宅の敷地を拡張する計画です。

農地区分は第２種農地ではありますが、位置的代替性がないため、許可相

当と判断いたしました。 

         続きまして、議案第１２号、島内〇〇〇〇、現況地目、田外１筆、合計７，

３１８平米を島内にあります〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が砂利採取のため一

時転用する計画です。農地区分は農振農用地ではありますが、一時的な利

用に供するもののため、不許可の例外に該当し、許可相当と判断いたしま

した。 

         続きまして、１４ページを御覧ください。 

         議案第１３号、内田〇〇〇〇－〇、現況地目、畑、２，１３１平米に長野

市あります〇〇〇〇〇〇〇〇が太陽光発電施設を新設する計画です。農地

区分は第２種農地ではありますが、位置的代替性がないため、許可相当と

判断いたしました。 

         続きまして、議案第１４号、会田〇〇〇〇、現況地目、畑外１筆、合計８

３５平米に上田市にあります〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が太陽光発電施設を新

設する計画です。農地区分は第２種農地ではありますが、位置的代替性が

ないため、許可相当と判断いたしました。 

         続きまして、議案第１５号、会田〇〇〇〇、現況地目、畑、６５１平米に

上田市にあります〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が太陽光発電施設を新設する計画
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です。農地区分は第２種農地ではありますが、位置的代替性がないため、

許可相当と判断いたしました。 

         最後に、議案第１６号、会田〇〇〇〇、現況地目、畑、４５６平米に上田

市にあります〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が太陽光発電施設を新設する計画です。

農地区分は第２種農地ではありますが、位置的代替性がないため、許可相

当と判断いたしました。 

         以上、これらの案件につきましては、一般基準等の各要件を満たしている

と判断しています。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ただいま事務局から５条の説明があったわけでありますが、初めに議案番

号９番、稲倉でありますので、現地の竹島委員さん、お願いします。 

 

竹島農業委員   では、ナンバー９についてご説明させていただきます。 

         写真を見ていただきますと、これ、〇〇〇〇で、この白枠の南側すぐ下が

〇〇〇〇〇〇になっております。これの駐車場が狭いもんですから、これ

を駐車場にするということで、これ、左側にうち、これ、右側にもうちが

ございまして、北側は道路ということで、住宅の中にある土地でございま

す。この土地につきましては、県の圃場事業整備で〇〇〇〇の土地として

整備されたんですけれども、当時、〇〇としては、まだ法人化されており

ませんでしたので、当時役員であった〇〇〇さんのお父さんの名前で登記

したという、こういういきさつがございます。それで、〇〇〇〇が法人化

されましたこの機会に農振を外していただいて、この駐車場にするという

ことでございまして、４月２２日に大月推進委員と現地確認しまして、問

題ないと、こういうことで思いますので、よろしくお願いします。 

         以上です。 

 

議  長     続きまして、現地調査をいただきました長谷川さん、河野さん。河野さん

お願いします。 

 

河野農業委員   今のご説明のとおりだと思いますが、写真を見ていただきたいと思います

が、手前が道路になります。右左が住宅がある。その向こう側が崖のよう

になっていて、その下に〇〇〇〇〇が、〇〇〇があるんですが、ちらっと

右の端のところにちょっと〇〇〇〇〇の一部が見えておりますが、その〇

〇〇〇〇の周りのところには、駐車場が今、五、六台くらいしか止められ

ないということで、このちょっと高台ですが、ここに駐車場を造って、そ

こから〇〇〇〇〇に下りるということです。周辺農地への影響は全くない

という状況でございます。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         議案第９号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆様

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、議案番号１０番につきまして、島内であります。１８番も関

連いたしますが、河野委員さん、お願いします。 

 

河野農業委員   この〇〇さんの案件ですが、１０番と１１番、関連しているわけですが、

先ほど事務局のほうから説明あったとおり、１０番のところですが、自宅

が右手になります。それで、そこに以前農業用の資材置場があったが、壊

した。今は農地の状態になっていると。ここへ子供さんの農業後継者の別

棟住宅を建てると。実際建てるには、これ、入り口側とそんなにこの白い

中だけではうちは建たらない。その奥の右側の家の裏のところへ住宅をこ

の土地にかけて建てて、手前は駐車場にするという計画でございます。手

前は道路ですし、向こう側も住宅というふうなことで、特に周辺農地への

影響は全くないということでございます。 

         どうしましょう、１１番は 

 

議  長     一緒に今、説明ありましたので、お願いします。 

 

河野農業委員   それで、１１番は、今の１０番の住宅が右側の住宅の右手になります。今

の道路の続きのところで、三角地、向こうに青線が通っておりまして、電

柱があると。この三角で、以前から〇〇さんが耕作をしていたようでござ

いますが、それを、狭い土地でございますので、農地としてというよりも、

住宅敷地の拡張ということで、住宅の敷地、農家住宅としては狭いお宅で

ございますので、そこまで敷地を拡張するということで、全く周辺農地へ

の影響はない状態でございます。 

         以上です。 

 

議  長     現地確認をしていただきました長谷川さん、お願いします。 

 

長谷川農業委員  特に言うことないですけれども、とにかく狭いようなところで、いいじゃ

ないですか。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         それでは、議案第１０号、それから関連いたしまして１８号、そしてまた、

今、１１号も説明がありましたので、一括して原案のとおり承認すること

に賛成の農業委員の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員が賛成でございますので、本件は原案のとおり承認することと決定を

いたします。 

         続きまして、議案第１２号につきまして、やはり島内でありますので、河

野委員さん、お願いします。 

 

河野農業委員   島内の〇〇に近いところで〇〇〇〇を度々やっているわけで、その一環で、

〇〇〇〇〇〇〇が砂利採取をするということで、この写真だと、手前に道

があって、向こうに農地があるというだけでございますが、この農地の左

手、いわゆる北側が今現在、〇〇〇〇を行っています。それで、右側のほ

うですが、右側のほうは、上の白線がまっすぐ行って十字路になっていま

して、十字路の反対側のところには〇〇〇〇〇〇が大きな生け垣を造って

あるということで、ちょっとそちらは問題があるんですが、ここのところ

で砂利採取については、特にやむを得ないということでございます。 

         以上です。 

 

議  長     現地確認をしていただきました長谷川委員さん。 

 

長谷川農業委員  基盤整備された３０アールぐらいの田んぼ２枚ですけれども、道も広くて、

ところでした。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようです。 

         ただいまから集約をいたします。 

         議案第１２号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、議案番号１３番、内田でありますので、丸山委員さん、お願

いします。 

 

丸山農業委員   議案番号１３番の件ですが、場所は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇から〇〇〇

に上って行って、途中〇〇〇〇〇〇〇のほうに右折して曲がって行って、

途中にある集落のところです。〇〇〇〇〇なんですが、標高で言うと８７

０メートルぐらいあるところで、傾斜地です。それで、この写真の右側の

道路が、上に上がっていけば〇〇〇〇のほうに行く道路になります。 

         それで、傾斜地になっているということで、写真の手前と右側のほうに傾

いているというところが若干危惧するところですが、地元の方にも説明を

聞く中では、〇〇さんは以前、酪農をされていたんですけれども、牧草地

として一応耕作はしていましたけれども、数年前に酪農はやめて、現在は

牧草地のままになっているという状態で、このまま放置されて産廃置場等

にされるよりも、太陽光発電の設備を設置されたほうがいいということで

地元の方は言われていました。 

         あと、設置するに当たっては、大雨が降ったときなんかは、やはり写真の

手前、写真の右側のほうに水が流れるということで、業者のほうは透水シ

ートを張るというのと、もう一点は、写真の右下のほうに浸透ますを造る

ということで計画しているようですが、写真の奥のほうのところですね、

〇〇〇さんというお宅があって、そちらのほうに雨水が流れ込む可能性が

あるもんですから、そちらのほうにＵ字溝を設置していただくような要望

を出していきたいということで言われていました。近隣農地への影響はな

いと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         現地確認をしていただきました河野委員さん、お願いします。 

 

河野農業委員   内田の〇〇〇〇〇ということで、今、丸山委員さんからお話があったよう

に、ちょっと高台になっているということで、昔は畜産の非常に盛んな場

所でありました。今は畜産やめてしまって、こういう状態、今、写真のよ

うな状態になっているということで、ちょっと傾斜としては、北向きに少

し傾斜があるかなという感じではありますが、この筆１つやれば、上と下

には道がありますんで、周辺の農地への影響はないという、手前は、手前

というか、左側が大きな〇〇〇〇〇へ行く道路になっておりますので、影

響はないというふうに考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようですので、ただいまから集約をいたします。 

         議案第１３号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［多数挙手］ 

 

議  長     賛成多数ということでございますので、本件は原案のとおり承認すること

と決定をいたします。 

         続きまして、１４番でございますが、会田でございます。金子委員さん、

お願いします。 

 

金子農業委員   それでは、議案１４、１５、１６、これ、関係しますので、一緒に説明し

たいと思います。 

         この太陽光発電の施設ですけれども、既に写真でも写っているとおり、こ

の辺り、もう四方が山がなくて、非常に日当たりのいいところということ

で、もう既に太陽光発電が進んでおります。そして、ここに住まわれる方、

今のところ２軒ありまして、全てご老人ということで、以前は桑畑であっ

たり、野菜畑であったりとか、いろいろ農業を一生懸命やっていましたけ

れども、今はやる方がおらないということで、この太陽光発電の施設の新

設については、近くの農地への影響は少ないということで、妥当ではない

かと思います。 

         以上です。 

 

議  長     現状確認をしていただきました長谷川委員さん、お願いします。 

 

長谷川農業委員  農地はここしかなくて、あと周りはみんな山林のようなところでした。〇

〇〇〇も奥のほうにありますけれども、そんなようなところでございまし

た。  

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

         あれですかね。この３件とも、雨水対策とか、そういったことは十分され

ているんですかね。 

 

大島主事     はい、されています。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で意見ありましたら。 

 

［質問、意見なし］ 



16 

 

議  長     ご意見はないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１４、１５、１６について、原案のとおり承認することに賛成の農

業委員の皆様の挙手をお願いいたします。 

 

［多数挙手］ 

 

議  長     賛成多数ということでございますので、本件は原案のとおり承認すること

といたします。 

         続きまして、１７番は先ほど済みました。 

         以上で５条に関する質疑を終わりといたします。 

         続きまして、議案第１９号 相続税の納税猶予の適格者証明願、１件につ

いてを上程をいたします。 

         保科主事。 

 

保科主事     では、よろしくお願いします。 

         それでは、総会資料１６ページを御覧ください。 

         相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件について説明いたします。 

         議案第１９号、波田にお住まいの〇〇〇〇さんが〇〇〇外６筆、合計１万

８，４５１平米について相続税納税猶予の適格者の承認を受けるものです。 

         以上になります。よろしくお願いします。 

 

議  長     １９号について、地元委員の意見をお願いいたします。 

         波多腰委員さん、お願いします。 

 

波多腰農業委員  現地見てまいりました。この人、スイカ農家なんですけれども、ほとんど

の土地、これ、住宅地の中にあって、形としてはすごく作りづらいなと思

ってみてまいりましたけれども、地はすごくいいところなので、頑張って

作るんだろうなと思いました。よろしくお願いします。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、発言をお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見がないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１９号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本家は原案のとおり承認することと決定をいたします。 
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         続きまして、議案第２０号 引き続き農業経営を行っている旨の証明願承

認の件、１件についてを上程をいたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         保科主事。 

 

保科主事     それでは、総会資料１７ページを御覧ください。 

         引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認について説明いたします。 

         議案第２０号、笹部にお住まいの〇〇〇〇さんが笹部１丁目〇〇〇－〇外

１筆、合計１，７８８平米について承認を受けるものです。 

         以上になります。よろしくお願いします。 

 

議  長     それでは、議案第２０号について、地元委員の意見をお願いいたします。 

         笹部でありますので、青木委員さん、お願いします。 

 

青木農業委員   この〇〇さんの自宅の裏に実は田んぼがありますんですが、住宅街の中に

ありまして、田んぼをやってもいいようなところかななんていう思いもあ

るようなところなんですけれども、平成１９年から既にもう何回も相続の

手続をしておりまして、私も２回目になりますかね。自宅の裏から入らな

いと、周りから入るところがないんですが、田んぼもしっかりやっており

ますし、１つ真ん中、畑にして、松本一本ねぎやったり、タマネギ作った

りして、両サイドに田んぼということで、きれいに管理され、作っており

ましたので、ご報告します。 

         以上です。 

 

議  長     ほかの委員の皆様で本件について質問、意見ありましたら、お願いをいた

します。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようですので、ただいまから集約をいたします。 

         議案第２０号について、原案のとおり承認することに賛成の農業委員の皆

様の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することと決定をいたします。 

         続きまして、農地に関わる事項、報告事項に入ります。 

         事務局から報告事項のアからクについて、一括説明をお願いいたします。 

         保科主事。 

 

保科主事     報告事項。 

         それでは、報告事項のアからクについて説明いたします。 
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         これらにつきましては、書類等完備しておりましたので、事務局長の専決

により処理いたしました。 

         初めに、１８ページ、現況証明の交付状況の件、１件、１９ページ、非農

地証明の交付状況の件、４件、２０ページから２６ページ、農地法第１８

条第６項の規定による合意解約通知の件、５０件、２７ページ、公共事業

の施行に伴う届出の件、２件、２８ページ、電気事業者による送電用電気

工作物に係る届出の件、２件、２９ページ、３０ページ、農地法第３条の

３第１項の規定による届出の件、１８件、３１ページ、農地法第４条の規

定による届出の件、４件、３２ページ、３３ページ、農地法第５条の規定

による届出の件、１０件。 

         以上になります。よろしくお願いします。 

 

議  長     ただいまの報告について委員の皆様から質問、意見ありましたら、発言を

お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見がないようですので、これら報告事項につきまして、事務局の説明

のとおりでございますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

         農地に関する事項の議事が終了いたしましたので、ここで暫時休憩といた

します。 

         じゃ、今、２時半でありますので、２時４０分まで休憩といたします。 

 

（休  憩） 

 

議  長     それでは、議事を再開いたします。 

         農業委員会の業務計画（案）ということでありましたけれども、ちょっと

議案の順番を入れ替えまして、報告事項のア、農地中間管理事業法の一部

改正に伴う事務手続きについてを議題としたいと思いますが、お願いいた

します。 

         農政課から説明をお願いします。 

         宇治主事。 

 

宇治（農政課）  お世話になっております。農政課、宇治でございます。 

         本日お配りいたしました左上をホチキス留めしてあります資料のほうをご

確認ください。 

         着座にて説明させていただきます。 

         ６－（２）－ア、農地中間管理事業法の一部改正に伴う事務手続きについ

て。 

         要旨ですが、改正に伴う農地の貸借について、別添のとおり報告いたしま

す。 

         １枚目をおめくりいただき、２枚目を御覧ください。 
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         ３月の定例会でもご報告させていただいたとおり、４月１日から円滑化事

業の中間管理事業への統合に伴い、農地の貸借の流れが図のように変更と

なっております。 

         まず、農地の主な相談窓口として、従来どおりＪＡ松本ハイランドのほう

で行っていただくようになります。梓川、奈川、安曇地区については、西

部農林課で行います。また、マッチング、貸付人、借受人のお話が済んだ

農地の貸借については、農政課でも直接お申出があれば、準備等を進めて

いくことが可能です。 

         農地中間管理事業を活用して農地の貸借を希望する場合は、相談後の流れ

は、左側の中間管理事業を利用という矢印の流れになります。 

         相談があった情報をもとに、申請書類等を市役所のほうで作成し、貸付人

と借受人の双方に送付いたします。お送りする書類は、別添の３枚目以降

の書類になりますので、御覧ください。 

         基本的に市役所で作成した書類は、市役所のほうで審査を行い、あらかじ

め印字した状態で貸付人の方と借受人の方にお送りするようになります。

それを貸付人、借受人に確認していただき、修正があれば修正していただ

き、押印していただくようにしますので、そちらのほう、押印していただ

いたものを市のほうにご提出していただくようになります。 

         また、個人情報の同意書ですとか、口座の振込み申出書も併せて送付いた

しますので、併せてご提出していただくようになります。また、条件によ

っては、ほかの書類等もお願いする場合もありますので、そちらのほうも

併せて送付させていただきます。 

         そして、提出していただいた書類を市のほうで押印の漏れがないか等を確

認させていただき、農地中間管理機構へ送付させていただきます。その後

の流れは、３月までと同様になります。 

         相対契約についても、右側の矢印で示していますが、従来と同様になり、

申請書をご自身で作成していただき、市のほうに提出していただくように

なります。 

         農業委員、推進委員の皆さんには、従来どおり、マッチング等、農家の皆

さんの相談に乗っていただくようにお願いいたします。 

         また、この手順の流れで今月より中間管理事業等の契約の準備をしている

ため、今後、課題等あれば、農業委員さん、推進委員さんにご協力をお願

いすることもあるかと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。 

         以上となります。 

 

議  長     ただいま農政課から説明がありましたが、これより質疑を行います。 

         発言のある委員さんは挙手をお願いいたします。 

         栁澤委員。 

 

栁澤農業委員   お願いします。 

         貸付期間ですが、この今日の資料には存続期間１０年４か月となっていま

すが、これはどういう、従来のあれだと、３年とか５年でできたんですが、
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その辺の解釈はどうなるか。 

 

議  長    宇治主事、お願いします。 

 

宇治（農政課）  利用権の期間なんですけれども、基本的に中間管理事業で行う場合は、原

則として５年か１０年という契約になります。それで、終期のほうなんで

すけれども、こちらも中間管理事業で行う場合は、終期が１２月３１日に

決められているので、こういった５年何か月という形で、１２月３１日に

合わせるようになります。 

         以上です。 

 

議  長     いいですか、委員さん。 

 

栁澤農業委員   はい。 

 

議  長     すみません、宇治主事。何か機構は３年でもいいというような、それはど

う。 

 

宇治（農政課）  地区によって３年契約することも可能なんですけれども、そういった場合

は、農政課のほうで機構等と相談して、また判断いたしますので、また３

年の希望がある方はご相談させていただくようになります。 

         ただ、基本的に現時点で、３年で契約できる地区が、今井、波田、島内、

寿・内田となっております。もし変更等が可能であれば、そちらのほうも

市のほうから機構等と相談して、進めていきたいなと考えております。 

         以上です。 

 

議  長     ほかに質問ありましたら。 

         河野委員。 

 

河野農業委員   今年度から流れが変わったという部分のところで、ＪＡ松本ハイランドが

業務の受託契約を結ばないということですが、一応相談窓口ということに

なると思うんですが、具体的に農協の営農生活課長さんのところではどの

部分はやるよ、ただそれ以外は受託してないからやらないよ、とかその辺

の仕分けをもう一度はっきりしていただけたらと思います。 

 

議  長     宇治主事、お願いします。 

 

宇治（農政課）  ＪＡさんのほうと３月末に打合せをさせていただきまして、基本的にマッ

チング、貸付人の方と借受人の方の間に入って、賃料ですとか、契約年数

などの相談をＪＡさんのほうで行っていただけるということでしたので、

そこまでＪＡさんのほうでやっていただいて、そこで得た情報をＪＡさん

のほうから出していただきまして、その情報をもとに、今、記載例で登載
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してあるような用紙を市役所のほうで作成しまして、貸付人、借受人の方

に送付するようになります。 

 

議  長     河野委員さん、いいですか。 

 

河野農業委員   すみません。それで、相談の窓口ということはあれなんですが、書類の流

れという中で、情報が農政課あるいは西部農林課のほうに行かないといけ

ない。その確認書類といいますか、どういう内容で、ここに添付されてい

る書類は、実際に判子を押す正式な書類ですよね。 

 

宇治（農政課）  ええ。 

 

河野農業委員   こういう内容じゃなくて、もう少し簡略なもので、こういう情報で、この

人とこの人で５年ですよというようなことで、何か上げる、農政課のほう

へ上げる書類みたいなのはありますか。 

 

宇治（農政課）  基本的には、ＪＡさんのほうで聞き取りという形で行っていただきまして、

そのＪＡさんのほうで必要な情報を市役所のほうに、例えば貸付人の方の

お名前ですとかご住所、それから何年契約で、賃料はいくらなのかという

のをＪＡさんのほうに作ってもらって、提出していただくようになります

ので、地主さんと貸付人の方はＪＡさんのほうに行っていただいて、窓口

でお話しするような形になります。 

 

議  長     いいですか。 

 

河野農業委員   はい、了解しました。 

 

議  長     波場さん、お願いします。 

 

波場推進委員   今、河野さんのＪＡハイランドの関係と同じなんですが、ＪＡあづみも営

農センターに私、全部依頼して、書類を作っていただいたわけですが、Ｊ

Ａあづみのほうも今まで同様、書類作成は可能ということですか。 

 

議  長     宇治主事。 

 

宇治（農政課）  そのあたりが、ＪＡあづみさんのほうとまだ詳しくお話ができていないん

ですけれども、ＪＡあづみさんのほうでは、基本的に相談窓口は受けない

ということで、今の段階ではお話を伺っています。そこで、西部農林課の

ほうで受付窓口になって、お話はさせていただくようになります。 

         西部農林課でマッチングできないような圃場ですとかは、ＪＡあづみさん

のほうと相談するようにはなります。 
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議  長     波場さん、いいですか。 

         はい、どうぞ。 

 

波場推進委員   たまたま梓川は意向調査というのをやっていますんで、そのデータという

ものは、今度農業委員と推進委員にデータを公開してもらえるんでしょう

か。 

 

議  長     係長。 

 

東山（農政課）  農政課担い手担当の東山と申します。 

         すみません、西部農林課のほう、今はっきりお答えできなくて申し訳ない

んですが、またそのあたりのほう、ちょっと困らないように、また調整を

図っていきたいと思いますので、また何かお困りのことがあれば、西部農

林課なり農政課のほうにご相談いただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長     いいですか、波場さん。 

         はい、どうぞ。 

 

波場推進委員   今の件ですけれども、今まで、結局意向調査の内容というものは、ＪＡあ

づみさんのほうに行っていまして、私たちには来てないと。それで、うち

らは個人的な情報を得て、相対してやってきたわけですけれども、やっぱ

り今までは全部情報はＪＡさんのほうで管理した形。ＪＡさんが要は賃借

の関係をやっていたということなんですよね。だで、やっぱりそれを今度

はなくなるということになると、私たちもちょっと何をやっているだとい

つも言われる内容なんで、データは必ずもう渡していただかないと、処理

ができないということになるので、ぜひともお願いしたいと思います。 

 

議  長     宇治主事。 

 

川村局長補佐   今のお話なんですけれども、確かに梓川地区、大分前から、もう１０年、

２０年前からアンケートを取って、貸したい、借りたい、買いたい、売り

たい、そういった希望を取っているところなんですが、まさにこれから農

政課主体でやっていくところなんですが、人・農地プランの実質化という

中で、ほかの地区もアンケートを取って実質化していくと。この秋からで

すか、図面化していくというような作業に入っていくわけなんですが、そ

ういった観点からも、やはりそういった梓川でのアンケートも含めて、ほ

かの地区のアンケートというのは開示していかないと、そういったものに

は反映できないというように考えておりますので、また西部農林課も含め

まして、農政課と今後のスケジュールを持った中で、どのような形が望ま

しいかというのを提示していきたいと思いますので、ご了承願いたいと思

います。 
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         以上です。 

 

議  長     波場さん、いいですか。 

 

波場推進委員   はい、分かりました。 

 

議  長     お願いします。 

         ほかにどうですかね。 

         三村委員、お願いします。 

 

三村農業委員   ちょっと農協の立場で、今まで事務手続をやっていた立場として、ご質問

もいろいろいただく中で、ちょっとお答えしたいと思います。 

         ハイランド農協として、先般の理事会で、今後この農地の流動化について

どういうことを農協が行うのかという部分、先ほども市役所と農協とのす

り合わせもあったようでございますけれども、ご案内のとおり、今までは

農地中間管理事業、ハイランド、事務委託を受ける形の中で、そちらも行

っていましたし、併せて円滑化事業、農協主体となって長年行ってきたわ

けですけれども、円滑化事業が中間管理事業に一本化されたというふうな

形の中で、今までのように農協はそちらのそういった事業ができないのが

現実だと思っています。 

         それと併せて、中間管理事業のハイランドの場合は、書類作成全てを農協

が事務委託の中で行ってきたわけですけれども、３月いっぱいをもってそ

の事務委託契約を解除させていただきました。 

         そういった中で、じゃ農業現場をどうするかということですけれども、農

家は中間管理事業、やはり農協としては、それぞれの農家さん、出し手、

受け手等双方からのいろいろな相談事あるわけですけれども、そういった

中で、基本的には農地中間管理事業のほうへ橋渡しはしていきたいと。し

かしながら、それぞれの地域の実情の中では、中間管理事業を使わなくて、

相対の農地利用権設定事業、行政で行っている、そちらのほうで手続をし

たいという農家さんも地域によれば多数あるわけですけれども、そういっ

た状況で、先ほどの説明のように、そういった場合は、市役所のほうに書

類申請等、本人がしていかなければいけないわけですけれども、これにつ

いては、農協がその書類申請等の代理の手続をさせていきたいという形に

して、規程等を設ける中で、農協事業の一環としてそれは取り組むという

ことで決定をさせていただきました。 

         そういった中で、農地中間管理事業とのマッチングなんですけれども、や

はり窓口に来て相談事はできたりするんだけれども、先ほどの書類の件で

はないですけれども、賃料や相対のその話合いについて、どこまで中に入

ってできるかというと、なかなかそこら辺、まだ役所のほうと詰めきれて

いない部分があると私は理解しているんですけれども、ですので、ただ単

に橋渡しだけなのか、先ほどのように、期間がどうなのかとか、お金のや

り取りについてどうのこうのというところまで、どこまで営農生活課長が
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かかわれるかという部分について、しっかりそこら辺、また私も農協のほ

うに帰ってお話しをしていきたいと思いますけれども、最終的には実際に

農家の出し手、受け手の皆さんに混乱が起きないような形の中で進めるよ

うな方向性を一緒になって考えていただきたいと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま三村さんからＪＡの立場でのお話があったわけでありますが、ほ

かの皆さんでこれに対しましてご意見ありましたら。 

         青木委員。 

 

青木農業委員   市農協のほうはどんな感じになるんでしょうか。 

 

議  長     宇治主事。 

 

宇治（農政課）  市農協のほうなんですけれども、今までは円滑化事業で手続のほうを行っ

ていたんですけれども、今後は基本的に相対で個人間の契約で行うという

ことで、ちょっとまだ市農協のほうから正式に中間管理事業での手続から

手を引くという話はないんですけれども、基本的にＪＡ松本ハイランドさ

んと同じような形で行っていくと理解しています。 

 

議  長     ほかに。 

 

青木農業委員   変わらないということだよね、取りあえずね。 

 

宇治（農政課）  そうですね。 

 

青木農業委員   はい、分かりました。 

 

宇治（農政課）  また合併等ありますので、そこでまたお話があるかと思います。 

 

青木農業委員   分かりました。 

 

議  長     もうちょっと方向性がつくまで、今、三村委員さんの言うように、もうち

ょっと時間かかるかなと思いますが、いずれにしてもハイランドでは、マ

ッチングはするけれども、書類上の手続はしないというような方向で話が

進んでいるようでございますし、ＪＡの現場の課長さんに言わせますと、

例えば不在地主を探したり、それから個人情報に突き当たって、なかなか

進まないというようなところで、残業しながら、大変苦労されているとい

うふうなことで、現場の課長さんの悲鳴が上がったというようなことも聞

いておりますし、もうちょっとですね、今、大体方向性は決まったようで

ありますけれども、また皆さんからご意見いただきながら、お願いしたい

と思います。 
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         ただいま農政課から説明がありましたが、本件はただいまの説明のとおり

でありますので、ご承知おきをいただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

         続きまして、その他の農業委員会業務に関する事項の議案第２１号、令和

元年度松本市農業委員会業務報告、を議題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、ページでいきますと３４ページからになります。すみませんが、

着座にて説明させていただきます。 

         令和元年度の本委員会の業務報告ということで、昨年度の振り返りを行っ

ていきたいと思います。 

         まず、１番、組織運営でございます。 

         各種会議の開催状況、御覧のとおりでございます。詳細につきましては、

資料１から資料３、ページでいきますと、４３ページから５０ページまで

に詳細版をまとめてございますので、それぞれお目通しをいただければと

思います。 

         続きまして、（２）専門委員会の活動でございます。 

         農業振興委員会、こちらは市長に対する意見書（案）の検討、作成が主な

活動でございました。市街化調整区域における土地・建物規制のあり方と

いうことで、従来の枠を超えた、一歩踏み込んだ形の意見書を昨年度は上

げたというところでございます。 

         情報・研修委員会につきましては、例年どおり、農業委員会だよりの企画、

編集、それから昨年度は農業活性化シンポジウムを８月５日に開催してご

ざいます。 

         ３５ページの上のほうでございますが、「共通認識で守る！これからの獣

害対策」ということで、Ｍウイングのほうで埼玉県の古谷担当部長さんを

お招きいたしまして開催してございます。 

         （３）系統組織との連携、協力ということで、系統組織の各種会議、大会、

懇談会などへの参加状況につきまして、詳細は資料４、ページでいきます

と５１ページになりますが、ご確認いただければと思います。 

         それから、（４）農業関連団体との連携、協力ということも行っておりま

すし、（５）研修機会の提供ということで、様々な研修機会を提供したわ

けでございますが、（ア）としまして、本委員会が企画した主な研修会と

して、昨年の６月下旬から７月上旬にかけて、ブロック別に研修・懇談会

を開催してございます。 

         （イ）として、先ほど出ました農業活性化シンポジウム、こちらも研修機

会の提供として再掲させていただきました。 

         それから、（ウ）移動農業委員会ということで、８月３０日でございまし

たけれども、奈川地区、それから安曇地区のほうに出かけてまいりまして、

中山間地域の現場をつぶさに見させていただいたというようなことでござ

いました。 
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         ３６ページでございます。 

         （エ）先進地視察研修ということで、昨年１２月、大分遅い時期ではござ

いましたけれども、静岡県のほうに視察研修に出かけたということでござ

います。 

         （オ）農業委員会の研修会というのを今年１月に開催しております。この

ときは、農政課の松村主査に講師をお願いして、中山間地農業活性化プロ

ジェクトの取組などについて研修をしていただきましたし、その後、松本

新興塾の塾生、それから農政課の職員にも加わっていただきまして、「松

本市の農業」ということをテーマに、長所、短所、それから機会と脅威と

いうような形で分析をしております。 

         それから、３６ページ、下のほうへ行きまして、（６）ブロック活動の推

進ということで、それぞれのブロックで活動いただいております。 

         ブロック長の皆様を通じて取りまとめた結果が以下のとおりでございます

けれども、北東部ブロックでは、「公募市民とともに遊休農地を活用した

そば作り」ということで、活発に活動いただきまして、一般市民４人を交

えて、遊休農地のソバの栽培からそば打ち講習会まで開催したということ

でございます。 

         ３７ページへ行きまして、南部ブロックのほうでは、ブロック管内の特色

ある農業や農地の現場視察ということで、昨年度は神林地区の１ヘクター

ル規模の大規模な圃場を見学したということで、ほかの地区の圃場を見学

することが、逆に見聞を広めるいい機会になったということでございます。 

         河西部ブロックにつきましては、先ほども出ましたけれども、農協、ハイ

ランドの職員と意見交換会を開催しております。現場レベルで農地利用最

適化に係る活動の現状と課題について意見交換をしております。 

         西部ブロックにつきましては、地元農産物のＰＲということで、こちら、

平成３０年度に前倒しで実施しておりますけれども、松本駅のお城口のほ

うでリンゴやお米、その他ブロックの特産物についてＰＲ活動したという

ことでございます。 

         続きまして、３７ページ、一番下のほうにありますが、個別業務の実施と

いうことでございます。 

         まず、（１）農地法など法令業務の執行状況ということで、アのところ、

農地の権利移動、転用、利用関係の調整等に係る案件取扱い状況という中

で、農地法に基づく農地の所有権移転、農地転用申請等、５３３件につい

て審議して、適正に処理してきたということでございます。 

         ３８ページへ行きまして、農用地利用集積計画の決定、それから配分計画

案への意見ということで、農業経営基盤強化促進法等に基づきまして審査

を行ってございます。詳細は、資料６ということで、ページでいきますと

５３、５４、５５ページにまとめてございます。 

         ５３ページにつきましては、取扱件数の詳細でございます。それぞれ３条、

４条、５条ほか、件数と面積を集計してございます。 

         ５４ページにつきましては、先ほどの農地中間管理事業法を含みますとこ

ろの利用権設定案件の取扱い実績ということで、それぞれの月に何件の審
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議をしたかというようなことを取りまとめております。 

         ５５ページにつきましては、地区別の認定農業者への農地の集積率をまと

めたものでございます。年度末の状況をまとめておりますが、これはあく

までも様々な担い手の中の認定農業者のみということで、ご理解をお願い

したいと思いますけれども、２９年度、３０年度、元年度ということで、

若干ではございますが、着実に集積率は少しずつ、僅かながらではありま

すが、向上してきているのかなと思います。 

         また３８ページにお戻りください。 

         ウのところ、別段面積基準の調整ということで、３６３筆、２３ヘクター

ル分について、別段農用地設定を行っております。今月初めて実績ができ

たということで、先ほど第１部のほうでも紹介があったところでございま

す。 

         エのところ、無断転用防止活動及びその是正状況ということで現在６０筆、

約６．２ヘクタールの違反転用農地があるということで、昨年より０．７

ヘクタール増えている状況でございます。 

         オのところは、農地所有適格法人の要件確認状況でございます。 

         続きまして、（２）農地等の利用の最適化の推進ということでございます。 

         こちら、長野県内の運動と歩調を合わせ、我が農業委員会におきましても

農地利用最適化推進指針というものを平成３１年２月に策定しております。

また、現場活動のマニュアルも３０年１０月に作成しておりまして、これ

に沿って現場活動に取り組んでいただいたところでございます。 

         アのところ、遊休農地の発生防止・解消に向けた取組ということで、毎月

８、１８、２８日ということで、語呂合わせではございますが、農地パト

ロールの推進日を設定させていただきました。その結果は、３９ページの

とおりでございます。 

         利用状況調査の結果でございますが、Ａ分類、再生可能ということで、２

号遊休農地を含んだところのＡ分類ですが、昨年より８ヘクタールほど増

えております。Ｂ分類につきましては、非農地判断も積極的に行ったとい

う中で、１１．６ヘクタール昨年より減少しております。 

         利用意向調査は、その下のとおりの状況になっております。 

         また、３９ページの下のほう、（エ）とありまして、山林かが著しく、再

生利用が困難な農地の非農地化を実施しまして、４２１筆、３０ヘクター

ル、名義人にしまして２６７名義人、４月２４日ですけれども、対象者へ

通知を発送しております。 

         ４０ページでございます。 

         ウのところ、新規参入に向けた取組みということで、市、あるいはＪＡと

連携しながら、農地と経営、また暮らしに関する情報など、必要な情報提

供に努めていただいたところでございます。 

         また、農業次世代人材投資事業、旧青年等就農給付金関係のサポート委員

として、農地分野における営農改善に協力をいただきました。元年度の実

績は、１０経営体、１．９ヘクタールという参入実績でございます。 

         エのところ、農地利用最適化交付金の活用調整ということで、上乗せ条例
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の整備や必要な予算措置など、環境を整えてまいりました。 

         （３）農政活動の推進ということで、先ほど触れました市長に上げた意見

書の活動においては、経過のところにもありますとおり、素案の段階から

市議会の経済地域委員会との懇談会をまず先行して行い、議会の声を成案

に反映する取組みを進めました。 

         ４１ページ、県行政機関との農政懇談会でございますが、こちら、会長の

参加でございまして、委員さん、あんまり目に触れないところではござい

ますが、１月２３日に松本地域振興局、あるいは農業改良普及センターの

局長、あるいは所長、以下の皆さんと松塩筑安曇農業委員会協議会の各会

長８名が懇談をしております。うちのほうとしては、「中山間地域におけ

る人口減少集落衰退と農地利用最適化の現状について」というテーマを提

出し、懇談をしたところでございます。 

         あと、（４）農業振興活動の推進という中で、イのところですね、農業者

に有利な情報として、新たに始まったＮＯＳＡＩの収入保険制度、また農

業者年金「特例付加年金」に着目して、農業委員会だよりに掲載しまして、

広く周知してございます。 

         ウにつきましては、家族経営協定の締結推進ということで、令和元年度の

実績は、締結数８組でございました。現在、市全体で２３０組が締結され

ております。 

         （５）農業者年金の加入推進ということで、今、加入者累計１３万人早期

達成３か年運動の真っただ中でございますが、市としましても新規加入を

推進してございます。 

         ４２ページが現在の状況ということで、まとめてございます。目標達成率

が、３０年度、それから元年度を通じて、現在、７７％ということになっ

ております。 

         最後、（６）情報活動の推進ということでございます。 

         事務局としては、エのところにありますとおり、農業委員会のホームペー

ジ管理をしておりまして、随時更新してございます。松本市農業委員会の

ホームページにも目を通していただければと思います。 

         最後、オのところ、最後の最後ですが、全国農業新聞の普及拡大というこ

とで、松本市は全国でも有数の成績を収めているという状況でございます。 

         以上、令和元年度の業務報告でございました。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これらに対しまして農業委員の

皆様、推進委員の皆様からご意見やご質問ありましたら、挙手をお願いを

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等がないようですので、これより採決を行います。 

         全委員の皆様にお伺いいたしますが、議案第２１号について、原案のとお

り承認することに賛成の委員の皆様の挙手をお願いをいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成ですので、本件は原案のとおり承認することといたします。 

         次に、令和２年度松本市農業委員会業務計画（案）、議案第２２号を議題

といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、引き続き業務計画について説明をいたします。 

         ページでいきますと、５６ページでございます。 

         第１、基本方針でございます。 

         前段の６行は国の情勢ということで、２０２３年度までに全国の農地利用

の８割を担い手に集積する目標を掲げております。ただ、中山間地域など、

土地利用型農業を推進することがなじまない地域もありまして、全体とし

て、その達成は困難な状況にあります。 

         中段の６行は県の動きでございます。５者合意ですとか、あるいは“地域

農業を考え、農地等の利用の最適化を進める長野県運動”などに組織が一

丸となって取り組んでいるところでございます。 

         また、人・農地プランの実質化というようなものが、昨年国から出てまい

りまして、県としても、その支援を本格化させているところでございます。 

         最後の部分が市の考え方ということで、国策の推進もさることながら、松

本市としましては、地域に根差した視点から、現場が抱える様々な問題に

着目しまして、農業者の声を行政に届けるということも推進しなければい

けないところでございます。 

         以上、いろいろなことを考えて、本年度重点推進事項を次のとおり定める

ということでございます。 

         枠のところが本年度推進事項でございます。 

         まず、現場活動の強化というふうなのは我々の使命でございます。委員任

期中の担当区域の全筆調査、農地の全筆調査が完遂できるように、経常的

な農地パトロールを強化すること。 

         それから、これまでに判明した遊休農地ですね。とりわけ平坦地や農振農

用地、青地に所在する耕作条件が比較的良好な遊休農地の解消に向けた調

整活動の推進、こちらに力を入れていただきたい。 

         それから、国・県に倣いまして、人・農地プランの実質化を各地区で達成

するため、農業振興や農地利用に関する将来方針の作成に向けた話合いへ

の積極的な参画ということを掲げさせていただきました。 

         ５７ページ、上のほうでございますが、農業委員会活動の目に見える化推

進ということで、感染症対応、新型コロナの関係で注視というようなこと

もありますが、これは後ほどまた説明をさせていただきます。 

         それから、引き続き松本市農業施策に関する意見書の提出、それから懇談
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会の開催ということで、新しい市長に出していければと考えております。 

         また、１ブロック１活動ということで、委員同士の交流も含めまして推進

をしていただければと思います。 

         それから、法令事務については押さえておかなければなりませんので、公

正・適正な執行を引き続きお願いしたいと思います。 

         第２、業務の展開でございますが、各種会議開催ということでございます

が、ここで１点、その表の中の一番下にあります次期体制準備委員会とい

うことで、次期体制への移行は来年８月ということでございますので、こ

ちらに向けました組織の点検と準備ということが１つ課題として出てまい

ります。 

         （２）専門委員会の活動でございます。こちらは御覧のとおりということ

でございますが、鳥獣害防除研修、こちら、後ほど説明をさせていただき

ますが、どうもちょっと難しいんじゃないかというふうに考えております。 

         それから、５８ページへまいりまして、先ほど出てまいりました次期体制

に向けた準備ということでございますが、検討組織の立ち上げ、それから

イとしまして、予定する検討事項でございますが、現体制の運営に係る点

検、それから地区推薦、団体推薦の区割り確認などを予定しております。 

         それから、飛ばしまして、（６）研修機会の提供ということでございます。 

         また６月下旬から７月上旬にブロック別に研修・懇談会を開催していきた

いと考えておりますし、（オ）、それから（カ）でございますが、また来

年１月ですけれども、新春委員研修会ということで、差し迫った課題やタ

イムリーな課題を取り上げて研修をしたらどうか。場合によっては、

（カ）外部団体との懇談会というようなものも併せましてセットで何らか

の研修なり懇談会を開催していければというふうに考えております。 

         ５９ページへまいりまして、ブロック活動の推進、（７）のところでござ

いますが、それぞれ各ブロックから上がってきた本年度の計画をまとめて

ございます。 

         北東部ブロックは、継続事業でございますが、一般市民から、今度農村女

性関係者も含めまして、少し活動を拡大して、活発化させたいというふう

なアイデアがございます。 

         南部ブロックにつきましては、引き続き管内の特色ある農業と農地の視察。 

         それから、河西部ブロックでございますが、こちら、新しい事業を想定し

ておりまして、ブロックの一番の課題は、松本波田道路、中部縦貫道の建

設がありまして、用地買収、用地交渉ももう大分進んでいるという中で、

残地ですね。高速道路が通ることによって、農地の残地問題が発生すると

いうことで、こちら、中部横断道というのがもう佐久方面で整備された中

で、佐久方面の視察も兼ねて、どういう問題があるのか、そして残地の地

権者にアンケートなんかを取って、そういう使い勝手の悪い農地が発生し

た場合、どのような活用策があるのかというようなことをまさにブロック

活動として取り組んでいきたいというような計画でございます。 

         西部ブロックにつきましては、方針を転換しまして、奈川地区の休耕地で

夏ソバを栽培して、そば粉にして、農林業まつりで市民に提供したいと、
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こういった活動を予定してございます。 

         ２番、個別業務の実施ということでございます。 

         こちら、６０ページへまいりまして、農地等の利用の最適化の推進という

ことがどうしても柱になってくるわけでございますが、先ほど言いました

とおり、アンダーラインを引いたところを本年度の重点課題にしたいとい

うことでございます。 

         最初のアンダーライン、特に、本年度は委員任期の折り返し地点を過ぎた

ことから、任期中に担当区域の全筆調査が完遂できるよう活動を強化する

ということで、委員の皆様、担当区域の農地の把握にしっかりと努めてい

ただきまして、計画的に調査を進めていただきたいと思います。 

         真ん中のアンダーライン、特にこれまでの調査で判明した遊休農地のうち、

平坦地や農振農用地に所在する耕作条件が比較的良好な農地について、ぜ

ひ所有者への指導または借り手とのマッチング活動を強化して、解消に努

めていただきたいということでございます。 

         一番下のアンダーラインですが、各地区において人・農地プランの実質化

を達成するため、アンケート調査と事務局が調製して提供します地図に基

づきまして、要件となる中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の

作成に向けて、地区の話合いに積極的に参画をしていただきたいというこ

とでございます。 

         こちら、農政課とも連携しながら、冬ぐらいの活動になってくるかと思い

ますけれども、各地区で活動を活発化させていければというふうに考えて

おります。 

         その他の計画につきましては、資料御覧のとおりでございます。 

         あと、６３ページでございますが、こちらは１月に素案の段階で年間日程

をお示ししてございますが、今回はより確実性の高い年間日程をご提供い

たします。 

         新型コロナの影響で、様々な行事が中止または縮小となってきております

が、６月２３日の農業者年金協議会の総代会も中止の方向で関係機関と調

整を進める方向となってございます。 

         あと、５月１９日、１９市農業委員会協議会通常総会、日程短縮となって

おりますが、先ほど連絡が正式に参りまして、こちらも中止となったとい

うことでございますので、日程短縮ではなくて、もう中止ということで訂

正をさせていただきます。 

         最後に、６４ページでございますが、こちら、総会の計画でございますが、

来月、５月２９日の予定でございますが、新型コロナ庁内対策チームが設

置されまして、コールセンターが大会議室に常設された関係で大会議室が

使えなくなりました。それで、５月２９日は松南地区公民館、こちら、南

松本のなんなんひろば内にある松南地区公民館の大会議室で開催すること

としましたので、予定変更をお願いします。 

         また、８月３１日、大会議室とありますが、８月いっぱいまで庁内対策チ

ームが使うというふうなことになっていて、８月の予定は、今、調整中で

ございますが、大会議室ではなくて、別の会場になると思われますので、
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また決まり次第ご案内をさせていただきます。 

         それから、２月２６日は、音楽文化ホールを予約しておりますので、こち

ら、駐車場も広いですし、割と足を運びやすいかなと思っております。音

楽文化ホールの小ホールで行うという考えを持っております。 

         以上です。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これに対しまして質問、意見あ

りましたら、お願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     意見がないようですので、これより採決を行います。 

         全委員の皆様にお伺いいたしますが、議案第２２号について、原案のとお

り決定することに賛成の委員の皆様の挙手をお願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり決定することといたします。 

         ５６ページの表題、（案）の文字を消していただくようにお願いをいたし

ます。 

         次に、令和元年度目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに令和

２年度の目標及びその達成に向けた活動計画の決定、議案第２３号を議題

といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、６５ページになりますけれども、こちら、毎年この時期に審議

をお願いしているものでございます。 

         根拠は、国のほうから通知が出ておりまして、平成２８年３月４日付の通

知ですが、農業委員会事務の実施状況等の公表について、ということでご

ざいまして、毎年度、農業委員会は農地等の利用の最適化推進状況、その

他事務の実施状況及び活動計画を公表することが義務づけられていて、こ

れに向けて点検・評価なり活動計画を決定していきたいということでござ

います。 

         根拠となる通知は、６６ページ、６７ページのとおりでございまして、農

水省から出ている通知であります。 

         それから、点検・評価及び活動計画は、点検・評価が６８ページから、活

動計画は７６ページからとなっております。 

         先ほどの業務計画の部分とかなり重複しておりますので、こちらについて

は説明を省略したいと思いますが、１点申し上げますと、６９ページです

ね。６９ページの上のほうの担い手への農地の利用集積・集約化というと

ころについて点検・評価しておりますが、管内の農地面積が７，３２０ヘ

クタール、それからこれまでの集積面積が４，１０５ヘクタール、これが
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３０年度末、つまり平成３１年３月の状況で、集積率５６．１％だったん

ですが、昨年度、つまり元年度の状況は、集積実績②が４，０８６ヘクタ

ールということで、１年前の集積面積４，１０５ヘクタールから比べまし

て、１９ヘクタールほど減少していて、目標に対する達成状況は９４．

２％というような結果となっております。 

         １年前と比べて集積面積が落ちてしまった要因ですが、認定農業者への集

積面積は、先ほど説明したとおり増加しましたけれども、任意団体による

特定農作業受託面積の減少や、認定新規就農者の認定期間が満了したこと

により減少幅がちょっと大きくなってしまって、結果的に集積面積が減少

してしまったというような部分もございます。 

         それから、活動計画のほうに移りまして７７ページをご覧ください。上の

ほうに令和２年度の目標と活動計画という部分がありますが、令和２年度

の集積面積の目標ですが、４，４２５ヘクタールということで、目標達成

するには、３００ヘクタール以上集積していかなきゃいけないんですが、

こちらの目標は、先ほどの最適化指針で自らが定めた目標でありまして、

変えるわけにはいかないんですが、集積をもう少し進めて、目標達成でき

るように頑張りたいなと考えているとことでございます。 

         こちらの活動計画、それから点検・評価を決定しまして、ホームページに

農業委員会の目標ということで公表していきたいと考えております。 

         以上でございます。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これに対しまして農業委員の皆

様、推進委員の皆様からご意見、質問がありましたら、挙手をお願いをい

たします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見はないようです。 

         これより採決を行います。 

         全委員の皆様にお伺いいたしますが、議案第２３号について、原案のとお

り決定することに賛成の委員の皆様の挙手をお願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     全員賛成ですので、本件は原案のとおり決定することといたします。 

         続きまして、報告事項に移ります。 

         次に、報告事項イの新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応について

を議題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、７９ページ、引き続きご説明させていただきます。 
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         新型コロナウイルスの問題がかなり大きくなってきているところで、今後、

定例総会や研修会など、本委員会事業に係る対応方針について、以下のと

おり決定したので、報告をさせていただきます。 

         経過のとおりでございますけれども、４月１４日には、県がコロナウイル

スの警戒宣言を県内に発令して、松本地域ではレベル２、域内感染発生期

に引き上げられております。 

         その後、国が緊急事態宣言を全国に拡大しまして、４月１７日には、うち

でも役員会を開催して対応方針を協議しております。 

         市役所の動きとしては、４月２２日に新型コロナの庁内対策チームを発足

させましたし、４月２４日にはコールセンターを大会議室に開設したとこ

ろでございます。 

         ３番目、今後の対応方針ということでございますが、農地法などは個人や

法人の意思や行動に関して制限を伴う法律でございまして、法令業務を執

り行う場として、委員の参集が原則となっております。委任状等に関する

規定はないわけでございまして、枠内に記載したとおり、総会は現に在任

する委員の過半数が出席しなければ開くことができないとの規定もござい

ます。会議自体も原則公開となっているわけでございます。 

         イとして、対応でございますが、当面、総会出席は農業委員のみとして、

梓川地区等例外はあるものの、農業委員のみとしたいと思いますし、

（イ）ですが、委員や事務局職員に近いところで感染事例が発生したり、

松本域内の発生段階区分がレベル３（域内蔓延期）に引き上げられた場合

は、状況に応じて総会に出席する農業委員の人数を制限することとしたい

と。 

         例えば、具体的には８０ページに記載しましたが、議案が上程された地区

の農業委員を中心に出席者調整を行いまして、全体の出席人数を抑制しな

がら、過半、１３人以上の出席を確保する等の対応が考えられます。 

         （２）専門委員会でございますが、効率的な会議運営に努めまして、回数、

時間を抑制したいと。 

         （３）研修会ですが、先ほどありましたとおり、情報・研修委員会の事業

として、鳥獣害防除研修を計画していたわけでございますが、講師が埼玉

県に在住しておりまして、県域をまたぐ移動が難しいことや、事態の早期

収束は困難と予想されますので、今年度の開催は残念ながら見送りたいと

考えております。 

         それから、移動農業委員会による現場視察等も、会議時間を延ばしてまで

やる必要性はないという中で、今年度の計画は見送りたいと。 

         それから、ウとして、先進地視察研修、こちらは１１月、まだしばらく先

の予定でございますので、夏頃をめどに実施の可否を判断していきたい。 

         それから、先ほどのとおり、農業者年金協議会総代会は開催しない方向で、

その代わり署名表決等も視野に入れながら調整を進めたいということでご

ざいます。 

         ４番としまして、その他ですが、事業全般の実施については、今後の状況

変化に応じて柔軟に判断していきたいということでございます。 
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         本日も欠席されている委員がおりますが、来月以降は出席者を絞るような

方向で考えていきたいと思います。最終的には役員と相談する中で、柔軟

に対応を決めさせていただくということでご理解いただければと思います。 

         以上でございます。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これより質疑を行います。 

         発言のある委員の皆様の挙手をお願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         本件につきましては、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知お

きをいただきたいと思います。 

         次に、報告事項ウ、次期委員改選に向けた対応についてを議題といたしま

す。 

         事務局の説明をお願いします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   では、８１ページになりますけれども、先ほどご案内のとおり、来年の８

月にはまた委員改選が控えています。これに向けて、どのように進めてい

ったらいいかということでございますが、２番、課題があります。 

         ハイランド農協と松本市農協の合併協議が１１月をめどに進められており

ます。そうしますと、農業委員の定数、それから地区推薦、団体推薦、公

募にかかる区割り目安を再検討する必要があるということでございます。 

         もともと固定した枠があるわけではないですし、条例にもそのことはうた

われておりませんが、そうはいっても、地区や農業団体に推薦のご案内を

出す際に、目安人数というようなものを示しながらご案内をしているとい

うことでございます。そんな中で、検討が必要になってくると。 

         それから、（２）ですが、推薦委員にかかる区割り目安が、業務量などか

ら適当かどうかというふうなことも検討しなければいけません。 

         （３）青年・女性の一層の登用に向けた方策を検討する必要がございます。 

         （４）農業委員や推進委員の選任に関しまして、候補者が定数を上回った

場合に、選考過程の透明性を確保するために、選考基準ですね。評価基準

や評価点を数値化するようなものを整備する必要があるということで、こ

れは国のほうで再三にわたってこのような指導が出ているということでご

ざいまして、他市では整備している自治体が結構あるということで、うち

も次期改選に向けて、一定の基準を設けていかなければいけないと考えて

いるところでございます。 

         ３番目、今後の進め方の案でございますが、農業委員会に検討組織を設け

て、検討することにしたいと。 

         組織名は、次期体制準備委員会ということで考えております。 

         準備委員会の委員構成ですが、役員、今の３人にブロック長、それから農
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業団体推薦委員の代表１名ということで考えております。こちら、事務局

としましては、最大組織でありますところのハイランド農協推薦の三村委

員さんを想定しているものでございます。 

         開催回数は、二、三回ぐらいかなと。 

         予定する検討事項は、ア、イ、ウ、エのとおりとなっています。 

         最後、８２ページにまいりまして、スケジュール案でございますが、次期

体制準備委員会は１０月ぐらいまでに二、三回開催して、今後の方向性を

定めたいと思っております。１１月以降は、推薦手続き等、次期委員改選

に向けた動きが活発化してまいります。そこに記載のとおりのスケジュー

ルで動いていきますので、ご承知おきをお願いします。 

         以上、次期改選に向けた対応についてご説明しましたが、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これより質疑を行います。 

         発言のある委員の皆様、挙手をお願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         本件につきましては、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知お

きをいただきたいと思います。 

         次に、報告事項エ、令和２年度農業委員会事務局及び農林部の職員体制に

ついてを議題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

 

板花局長補佐   それでは、こちら、印刷が間に合わなかったもんで、本日配付した別冊の

資料になっております。 

         こちら、事務局と農林部の職員体制ということで、１ページからが事務局、

３ページ以降は農政課、耕地林務課、西部農林課となっております。 

         事務局の分担表は見ていただければと思いますが、先ほども冒頭ご案内の

とおり、大ざっぱに言いますと、清澤補佐の後任が髙橋主査、青栁主任の

後任が増澤事務員、それから大内主査と髙橋主査の後任が藤井主事と保科

主事というような感じでございます。 

         詳細につきましては、それぞれご確認ください。 

         また、２ページの一番下のところですけれども、ブロックの活動の担当職

員を定めておりますので、今後の活動される際の参考になさっていただけ

ればと思います。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、発言のある委員の皆さんは挙手

をお願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     ないようです。 

         本件につきましては、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知お

きをいただきたいと思います。 

         次に、報告事項オ、主要会務報告並びに当面の予定についてを議題といた

します。 

         事務局の説明をお願いします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   本冊資料８３ページでございます。 

         主要会務報告ということで、３月の総会以降の行事内容を載せてございま

す。 

         こちらのほうは、新しい市長が初登庁したというようなことで、関連して

会長が様々な行事に出席していただいております。 

         その後は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で様々な行事が中心に追い

込まれているところでございます。 

         続きまして、８４ページでございますが、こちらは、まずご案内しますが、

５月１５日の金曜日ですが、第１回情報・研修委員会予定と書いてござい

ますが、窪田委員長と相談する中で、やはりコロナ対応ということで中止

とさせていただきます。代わりに、検討していただく予定であった農業委

員会だより７月号の原稿素案を、今週末それぞれ情報・研修委員の皆様に

郵送いたしますので、ご意見やお気づきの点がありましたら、事務局へご

連絡をいただきますお願いします。 

         ５月２２日は農地転用現地調査ということで、濵委員と前田委員に予定を

しておりますが、都合がもしお悪いようでしたら、事務局と相談をお願い

したいと思います。 

         ５月２５日、農業者年金協議会役員会は中止となっております。 

         ５月２６日も、こちらの会長・事務局長合同会議は中止となりました。 

         ５月２９日は定例総会ということで、先ほどご案内したとおり、松南地区

公民館の大会議室ということですので、お間違えのないようにお願いした

いと思います。 

         また、農業振興委員会をその後残っていただいて開催する予定でおります。         

以上でございます。 

 

議  長     ただいま事務局から説明がありましたが、これに対しまして発言のある委

員の皆様は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         本件については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知おきを

いただきたいと思います。 
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         以上で報告事項は終了いたしました。 

         続きまして、その他の項目に入ります。 

         本日は、松本農業農村支援センターの小川補佐が欠席でありますので、セ

ンターからの連絡事項を含めまして、板花補佐からお願いをいたします。 

 

板花局長補佐   本日、旧普及センター、今、松本農業農村支援センターと呼んでいますけ

れども、そちらからの情報提供資料を配付させていただいております。 

         農作業事故が増えているということですとか、野焼き作業での事故多発と

いうようなこと、それから凍霜害の関係というようなところがありますの

で、ご確認いただければと思います。 

         それから、あと１点ですが、今度、５月の総会のときは、もうクールビズ

になっておりますので、次回はノーネクタイということでお願いしたいと

思います。 

 

議  長     その他でありますが、全体を通して委員の皆様から何かありましたら、発

言をお願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         以上で本日の案件全て終了いたしました。 

         円滑な議事進行にご協力をいただきまして、ありがとうございました。 

         以上をもって議長を退任をさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

 

15 閉  会 

 

 

  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長                         

 

          議事録署名人 ２２番                      

 

          議事録署名人 ２４番                      


